
 

 

議案第76号 

 

令和８年度和歌山県一般会計補正予算 

 

令和８年度和歌山県の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,689,095千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ 652,540,046千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第１表 歳入歳出予算の補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債の補正」による。 

 

令和８年６月９日提出 

 

和歌山県知事 宮 﨑   泉 
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　 第１表　歳入歳出予算の補正　 (歳　　入)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

7 分 担 金 及 び 負 担 金 864,197 1,200 865,397

9 国 庫 支 出 金 83,351,148 2,674,595 86,025,743

2 負 担 金 851,044 1,200 852,244

12 繰 入 金 33,539,846 △186,466 33,353,380

2 国 庫 補 助 金 45,089,309 2,674,595 47,763,904

14 諸 収 入 93,300,866 189,266 93,490,132

2 基 金 繰 入 金 33,199,383 △186,466 33,012,917

15 県 債 52,433,800 10,500 52,444,300

6 雑 入 3,968,167 189,266 4,157,433

1 県 債 52,433,800 10,500 52,444,300

歳 入 合 計 649,850,951 2,689,095 652,540,046
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　 　　　　　　　　　　　　　　 (歳　　出)

補 正 前 の 額

千円 千円 千円

款 項 補 正 額 計

2 総 務 費 41,897,881 2,732 41,900,613

7 商 工 費 93,685,983 1,000,000 94,685,983

2 企 画 費 7,240,680 2,732 7,243,412

8 土 木 費 71,148,949 12,000 71,160,949

1 商 業 費 88,559,680 1,000,000 89,559,680

10 教 育 費 128,333,399 1,674,363 130,007,762

3 河 川 海 岸 費 16,158,501 12,000 16,170,501

7 保 健 体 育 費 4,571,139 2,500 4,573,639

1 教 育 総 務 費 17,993,603 1,671,863 19,665,466

1 公 債 費 84,989,664 － 84,989,664

12 公 債 費 84,989,664 － 84,989,664

歳 出 合 計 649,850,951 2,689,095 652,540,046
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　ただし、県財政

対 策 事 業

件により、銀行そ

の他の場合にはそ

の都合により、年

限変更、繰上償還

又は低利借換えす

ることができる。

当該見直し後

の利率）

の債権者と協定す

るものとする。

ては、その融通条

償 還 の 方 法

緊急自然災害防止 (1) 借  入  先 　公的資金につい3,311,600 3,322,100

千円 千円

起 債 の 目 的

限 度 額

補 正 前 補 正 後

起 債 の 方 法

5.0以内

第２表 地方債の補正

1

により起債額

変 更

　政府、銀行

又はその他

の全部又は一

(2) 借入時期

　令和８年度

ただし、事業

その他の都合

(3) 借入方法

　普通貸借又

は債券発行（

部を後年度へ

繰越して起債

することがで

利 率

発行を含む。）

きる。

他の地方公共

団体との共同

％

（ただし、利

率見直し方式

で借り入れる

公的資金につ

いて利率の見

直しを行った

後においては、
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